
ＩＣＯについて

金融審議会定義

ＩＣＯ

（トークンを発
行しての調達）

投資型

その他権利型

その他権利型

発行者が将来的な事業収益等を
分配する債務を負っているもの

上記以外で、物・サービスを提供
する債務を負っているもの

発行者が何ら債務を負っていないもの

トークンの
取扱い

自己募集

第一種金融商品取引業、少額なら
第一種少額電子募集取扱業者

第二種金融取引業者

規制へ（来年度以降か）


